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第 162回国会 衆議院厚生労働委員会 議事録 
2005年 3月 30日 

 
○横路委員 ＢＳＥの問題を議論する前に、ちょっと一、二点、厚生労働大臣にお尋ねしたいと

思います。 
 東数男さんという原爆の被爆者の方が医療給付の認定を求めて厚生大臣に申請をしたわけです

が、それが却下をされた。その却下を取り消す却下処分の取り消しの裁判が、東京地裁で、これ

は東さんの方が勝ったんですね、却下処分を取り消しなさいと。これに対して国の方が控訴しま

して、東京高裁の判決が昨日ありまして、これはいずれにしても国の控訴棄却ということになり

ました。 
 この東さんという方は、十六歳のときに長崎の市内で原爆に遭われまして、やけどを負ったり

ガラスの破片でけがをされたりしたわけです。その後もいろいろと苦労されながら、一九八一年

ごろに肝機能障害というのを指摘されまして、その後、入院や退院を繰り返していたわけですが、

被爆者援護法の十条一項、十一条一項ということで認定の申請を厚生労働大臣に行いまして、そ

れが認められず、異議の申し立てをしたわけですが、それも棄却をされたということで、裁判を

起こしたわけです。そして、東京地裁でその言い分が認められた、高裁でも認められたという状

況に今ございます。 
 そこで、厚生労働大臣に、この判決についてどうされるかというのは、きのうの判決ですから

これから検討されるというように思いますが、私は、上告理由はないというように思います。憲

法違反、判例違反というのもありませんし、上告の受理申し立ての理由も、事実認定が争点にな

っていたわけですから、それもない。 
 この判決は確定させるべきではないかというように思うんですけれども、厚生労働大臣の御見

解を承りたいと思います。 
 
○尾辻国務大臣 判決の内容につきましては、昨日出たばかりでございますから、現在、詳細に

検討を行っておるところでございますが、国の主張が認められなかったものというふうに考えて

おります。 
 上告に関する今後の対応につきましては、関係省庁とも協議をしなければなりませんので、協

議をいたした上で決定をいたします。 
 
○横路委員 この人は、認定の申請をしてから、厚生労働省の段階だけでも五年経過しているん

ですね。それから裁判をやりまして、東京地裁でやはり約五年間、高裁は一年間の判決で、もう

既に十一年たっているわけです。この方はことしお亡くなりになられまして、高裁の判決を聞か

ずに亡くなられたわけでございます。 
 私は、そんな意味で、認定申請から十一年というのは余りにも長過ぎるというように思います

し、それから、問題は、事実認定が争点になったわけでございますから、私の見るところ、これ

は上告理由はないだろうと。前にも、白血球の減少症の放射線起因性ということが裁判で大体争

点になるわけですが、小西訴訟でも、これは上告理由はないということで、厚生労働大臣が上告

をしなかったというケースもございます。 
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 今回の裁判の特徴といいますか、この種裁判は、いつも放射線による被曝との因果関係という

ことが問題になるわけなんですけれども、今まではどうも、Ｃ型肝炎だとしたら、もうそれは認

定却下みたいな実務をずっとしてきたんですね。 
 これに対して、やはり新しい観点からの判決だというように思いますので、十分考えて、余り

死者にむち打つような行動をとられないで、国は国としてのお立場もあるんでしょうけれども、

しかし、原爆被爆からもう六十年以上たっているわけですね。この間いろいろ苦しんでこられて、

そして病気になって、今回裁判所でその起因性というのを総合的に判断して認めますよという判

決になったので、ぜひこれを確定させていただきたいということで、ぜひメンツにこだわらずに

十分なる御検討をいただくように、その点、もう一度ちょっと厚生労働大臣にお答えをいただき

たいと思います。 
 
○尾辻国務大臣 申し上げましたように、十分検討いたしまして、関係省庁とも協議の上で決定

をいたします。 
 
○横路委員 次に、ＢＳＥの問題でございますが、昨年の十月に、尾辻大臣と農林水産大臣から

食品安全委員会に対して、特にＢＳＥにかかわる全頭検査、この検査について、全頭検査をやめ

て二十一カ月以上の検査でいいのではないかというような諮問をされたわけですね。 
 食品安全委員会の方でそれに対する専門委員会で議論してきて、これが二十八日の日ですか、

一応結論が出て、この次の食品安全委員会にかかるということなんですが、まず厚生労働大臣に、

全頭検査をやめなければいけない国内的な理由というのは何かあるんですか。国内で今までやっ

てきた全頭検査、これで国民は安心して安全な食べ物ということで牛肉の消費も回復してきたわ

けですね。これは何か国内的に理由はあるんでしょうか。 
 
○尾辻国務大臣 これまで全頭検査をやってまいりました。そして、そのこれまでの検査の結果

で、二十カ月までのところの牛にそうした危険性がないというのが、言うならばこれまでの検査

の結果で言えるということで、私どもとしてはその諮問をお願いいたしたところでございます。 
 
○横路委員 危険性がないわけじゃないんですよ、これは。 
 いずれにしても、今回、では全頭検査をやめて二十一カ月以上にした、問題はものすごくたく

さんあるんですけれども、一体今度緩和することで国民はどういう利益を得るんですか。今まで

安全、安心だったというのがなくなるわけですよ。リスクそのものは絶対に高まるんですよ。違

いますか。 
 
○阿曽沼政府参考人 ＢＳＥ対策についてどういう観点から見直しをしたかということでござい

ますけれども、経緯から申し上げますと、ＢＳＥの対策は、他の食品の安全対策と同様、科学的

な合理性を基本として判断すべきだというふうに私ども考えております。 
 全頭検査の見直しにつきましては、食品安全委員会が行いました最新の科学的知見に基づきま

して、ＢＳＥの国内対策に対する評価、検証の結果を踏まえまして、私どもとしても食品安全委

員会に諮問した、そういうことでございます。 
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○横路委員 そこはごまかしがあるんですね。食品安全委員会の方で中間報告が出たからという、

その中間報告を理由にして諮問するなんというのはおかしな話で、今の質問に答えてください。

全頭検査をやめることで、日本の国民にとってどういう利益があるんですか。安全性が高まるん

ですか、安全性が高まらないんですか、変わらないんですか。どうなんですか、それは。 
 
○阿曽沼政府参考人 私どもとしては、あくまでも最新の科学的知見に基づいて判断をしていく

ということでございます。 
 
○横路委員 全頭検査をやってきた背景というのがあるわけです。まず、狂牛病が発生したとき

に、原因がわからない、一体どういうような汚染の状況にあるのかということもわからないとい

うことで、国民の不安も高まるということで全頭検査をやってきたわけです。これは、国民に安

全な牛肉を提供すると同時に、何が問題なのかということを解明する一助にもなるわけですね。 
 これはどこにお尋ねしたらいいのか、農林水産省になるんでしょうか。今まで十六頭の牛が狂

牛病として発生しています。この原因はわかっているんですか。全部調査しているんですか。よ

く肉骨粉と言われますよね、しかし、皆さん方が調査した七例までですかの調査結果を見たら、

肉骨粉は与えていないというわけでしょう。ではたんぱく強化の代用乳だと。しかし、それに肉

骨粉を入れたという証拠が全くなくて、因果関係がはっきりしていないんでしょう。今でも、十

六頭狂牛病が出ているけれども、原因も、どういう感染のルートなのかもはっきりしていないん

ですよ、これは。違いますか。 
 
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 
 これまでのＢＳＥの原因の究明でございますが、平成十五年九月に公表されました専門家から

成るＢＳＥ疫学検討チームの報告書では、国内七例目までの調査内容についてまず報告をしてお

ります。その中身は、まず感染源といたしましては、イギリスからの輸入生体牛、生きた牛の輸

入、あるいは一九九〇年以前に輸入されたイタリア産の肉骨粉が感染源として想定される。それ

から、感染の経路といたしましては、肉骨粉については直接は給与されたという事実がないこと

から、配合飼料工場における製造、配送段階において牛用の配合飼料に交差汚染した可能性があ

るというふうにされております。 
 その後、幾つかまた例が出ておりますが、平成十五年には二例、それから十六年には五例、こ

としに入りまして二例の感染牛が新たに確認されておりますけれども、そのおのおのにつきまし

ては、調査結果がまとまったものについては、専門家によりますプリオン病の小委員会で、与え

られた飼料の調査分析結果を報告して、現在分析をいただいているところでございます。今まで

分析結果がはっきりしたものは先ほど申し上げました七例目まででございますが、先ほど申し上

げたような報告内容をされているところでございます。 
 
○横路委員 つまり、一般論として可能性が肉骨粉にあるよというだけの話であって、しかも、

あるいは飼料工場でもって交差汚染したかもしれないという話であって、実際にその牛が狂牛病

になった、これが原因ですよという原因は特定されていないんですね。 
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 ですから、全頭検査をやる意味合いというのは今なおかつあると思いますよ、これは。厚生労

働大臣、そうじゃないですか。だって、はっきりしていないんですから。つい先日も、新しく狂

牛病の牛が出ましたよね。これだってわかっていない。調べた結果は、それらの牛には肉骨粉を

与えていないというように調査の結果なっているわけですよ。まだわからないんです、一体どこ

にどういうルートの飼料が入ってきて、どこの工場でもって交差したのかということだってわか

らない。 
 だから、今何も全頭検査をやめるということじゃなくて、全頭検査をやる意味というのはある

んじゃないですか、まだ。厚生労働大臣、どうですか、そこは。どう思いますか。 
 
○尾辻国務大臣 先ほど来申し上げておりますように、私どもは二十カ月齢以下の牛を検査対象

から除外してもリスクが増加することはないと考えましたので、食品安全委員会に諮問をしたわ

けでございます。後は、食品安全委員会が科学的に御判断をいただく、こういうことでございま

す。 
 
○横路委員 日本の場合、第八例が二十三カ月ですよね、九例は二十一カ月の牛がＢＳＥ、狂牛

病の牛だということになっています。 
 イギリスでは二十カ月以前で発症したケースもあるわけでして、本当に安全なんだ、問題は全

くないんだということを言えるんですか。二十一カ月と二十カ月ですよ。この二十一カ月の牛だ

って、十九カ月で検査して検出している可能性だってあったんじゃないんですか、たまたま二十

一カ月ですけれども。二十一カ月だからそれ以下は安全だという根拠にならないんじゃないんで

すか。 
 
○阿曽沼政府参考人 大臣からも御答弁申し上げましたように、昨年九月に食品安全委員会で取

りまとめられました最新の科学的な知見に基づきますＢＳＥの国内対策の評価、検証におきまし

て、検出限界以下の牛を検査対象から除外するとしてもｖＣＪＤリスクが増加することはない、

それから二十一カ月齢以上の牛についてはＢＳＥプリオンの存在が確認される可能性がある、そ

ういったような結論が示されましたので、二十カ月齢以下の牛を検査対象から除外をしてもリス

クが増加することはないというふうに考えまして、食品安全委員会に諮問したという経緯でござ

います。 
 
○横路委員 つまり、現実に二十一カ月、二十三カ月というのは発症しているわけですよね。そ

れまでは、大体二年以下には牛には発症することはないんだということが一般的には言われてい

たわけですよ。 
 しかし、日本で八例、九例ですか、二十三カ月、二十一カ月と出てきた。専門家の話ですと、

高濃度の病原体がまじった飼料などを食べれば、若い牛でもやはり発症する可能性があるのであ

って、若いから絶対心配ないんだということではないという意見も非常に強くあるんじゃないで

すか。違いますか。 
 
○阿曽沼政府参考人 私どもといたしましては、食品安全委員会の中間取りまとめの概要といい
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ますか、その内容に沿って諮問をいたしたということで、繰り返しになりますけれども、そうい

う経緯でございます。 
 
○横路委員 では、それは何か国内的な要因があったわけじゃなくて、食品安全委員会が中間報

告を出したからやったというんですか。出すように何か皆さんの方でやったんじゃないの、行政

の方で。違いますか。 
 
○阿曽沼政府参考人 繰り返しのお話になりますけれども、最新の科学的な知見に基づいて総合

的に判断するのが食品安全委員会であるというふうに思っているからでございます。 
 
○横路委員 食品安全委員会の委員長さんが来られていますから。 
 例のプリオン専門調査会の方で三月二十八日の日に健康影響評価をまとめられた。これを読ん

でみますと、今回の諮問について二つの批判的な意見があったということを留意すべきであると

いうようにこの中に書かれています。 
 一つは、「ＢＳＥプリオン蓄積度に対する輸入配混合飼料の影響は不明であり、その対策の実施

はこれからの課題として残っている。」と。今、日本に随分輸入されているわけですね、配合飼料、

混合飼料が。ところが、その原料が何であるかということをチェックしていなかったというわけ

ですね、今まで。それが今回明らかになったわけですよ。それで、それをもう一度やりましょう

ということですから、中には汚染されている配合飼料がまじっている可能性もあるということを

この専門委員会は認めたわけです。 
 それから、特定危険部位の除去については、その監視体制の構築、それから、日本でやってい

る、ほかはもう禁止されているんですが、ピッシングの廃止ということを含めた対策強化がこれ

から実施されるだろうが、「月齢の見直しは」つまり二十カ月以下はやらないということの見直し

は、「これらの一連の対策の実効性が確認された後に行うのが、合理的な判断である。」という意

見がついています。私は、これはまことにもっともな意見だというように思います。 
 それから、やはり問題は検査の感度を高めるということだということを言っています。私は、

全頭検査をやめることよりも一番大事なことは何かというと、検査のレベルアップを図って、よ

りはっきりさせるようにするということが非常に大事ではないかというように思っています。そ

ういう意見がついて、留意すべきであると言っています。 
 もちろん、これから食品安全委員会の方で議論するに当たってこの専門委員会の意見というの

を参考にされるんだろうというように思いますが、この点について、これから審議するに当たっ

て、これらの留意点についてはどのようにお考えでしょうか。 
 
○寺田参考人 御質問にお答えいたします。 
 これはプリオン専門調査会の先生方が、十月の二十六日から、諮問を受けたのは十月の十五日

でございますが、おっしゃいました三月二十八日まで八回にわたって公開で熱心に討議した後、

こういう結論というのを出されまして、そのときに、意見といたしましては、今先生がおっしゃ

いました意見が、留意すべきであるという形で報告書の案の中に出ております。 
 私どもといたしましては、これからこの報告書案を、パブリックコメントを一カ月出しまして、
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その後にまた審議をいたして、その結果を管理官庁、諮問を受けた厚生労働省、農林水産省にお

返しするということになると思います。今この段階で、どうするああするということは申し上げ

ることができません。 
 
○横路委員 同じ影響評価の専門委員会の報告書の中に、「本評価報告は、我が国における過去の

集積データ及び評価を行うに足る関連データに基づき、基本的には背景に予想されるＢＳＥの汚

染度、と畜場における検査でのＢＳＥ陽性牛の排除、安全なと畜解体法、特定危険部位の除去な

どの効率について評価し、二〇〇五年三月の時点での若齢牛のリスク等を総合的に評価したもの

である。」ということで、ここで主に評価したのは、今言った全頭検査か、二十一カ月以下か二十

カ月以下かという点と、トレーサビリティー、飼料規制、それから特定部位の除去とピッシング

といったような四つの点について専門委員会で議論したわけですね。そしてここに、「このような

様々な背景リスクから切り離して年齢のみによる評価を行ったものでは」ありません、こういう

ようにこの中で書かれています。 
 つまり、肉骨粉についての規制も含めて、日本でとっているいろいろな規制というものをトー

タルに考えてこの案を出したんですよ、つまり、二十か二十一かというところだけの議論をした

のではありませんよという報告になっています。これは非常に大事な点だと思うんですよ。非常

に大事な点だと思います。 
 この点、ある意味では当然のことだと思いますけれども、これは日本における国内の状況につ

いての判断をされたということで、その背景には今までとってきた政策のトータルな蓄積がある、

それを前提にしているというように理解してよろしいですか。 
 
○寺田参考人 おっしゃるとおりでございます。 
 
○横路委員 そこで厚生労働大臣に、今度は、アメリカ産の牛肉の輸入の問題に関連してちょっ

とお尋ねをいたしたいと思います。 
 アメリカで狂牛病が発生したときに、輸入停止の措置をとりました。そのときにアメリカ側に

要求したことは何かというと、日本の国内でとっている我々の措置と同じ措置をとってもらいた

いと。その同じ措置とは何かという議論の中で、全頭検査も入るんですよというのがずっと今ま

での基本的な姿勢だったというように思うんですね。 
 したがって、問題は、今もお話があったのをお聞きになったと思いますけれども、専門委員会

の方で、単なる月齢をどうするかということだけを判断したんじゃなくて、トータルな、我が国

における今まで安全のためにとってきた措置全体の中で判断したんだと。ここが非常に大事なポ

イントなんですね。 
 したがって、私は、アメリカに対してもやはりそのような同じような対策、つまり、全頭検査

の問題だけじゃなくて、飼料の規制の実効性でありますとか、特定部位の排除だとか、トレーサ

ビリティーをどう確立するか。日本はもうそれを確立しているわけです。しかし、アメリカはな

かなかそれは難しい点があると思いますよ。そういう点などを含むのは、これはもう当然の話だ

というように思いますが、つまり、国民の健康、安全ということにかかわる問題ですからね。い

かがお考えですか、厚生労働大臣。 
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○尾辻国務大臣 いつも申し上げておりますけれども、ＢＳＥ問題に限らず、私どもの立場とい

うのは、国民の食の安全の確保を大前提にしなければなりません。したがって、そのためには、

科学的知見に基づいて対処をしてまいります、このことをいつも申し上げておるところでござい

ます。 
 そこで、米国産牛肉の輸入の再開につきましても、我が国と同等の安全性が確保されておると

いうことが必要でございます。このことが確認されなければ、私どもとしては、輸入再開という

のはあり得ないということを申し上げたいと存じます。 
 
○横路委員 厚生労働大臣にその姿勢をしっかり守っていただきたいというように思います。 
 それで、食品安全委員会の方にこれから先新たな諮問が例えばおりてきたとして、いろいろな

調査、資料集めをされるんだというように思いますが、そのときに、一つは、アメリカの会計検

査院、これは国会にあるんですが、ＧＡＯの報告書がありまして、ＧＡＯの総評としては、米国

国内の牛をＢＳＥ蔓延のリスクに引き続きさらしているというのが、これはアメリカの会計検査

院の報告であります。そして、特に肉骨粉の飼料について、どうもチェックがうまくいっていな

い、それが分離されていない。つまり、そこでもって混合するというか交差する可能性、危険性

があるということを会計検査院は指摘しています。これもしっかり調査していただきたいという

ように思います。 
 それから、昨年の八月に欧州の食品安全機関が、アメリカのリスク度、アメリカの飼料規制に

は抜け穴があって、ＢＳＥ感染が広がるリスクが高いということを欧州の食品安全機関もランク

づけをしています。これもしっかりデータを収集してやっていただきたいというように思います。 
 それからもう一つ、国際機関がやはりアメリカに対していろいろと勧告をしているんですね。

これは昨年の話でございますけれども、ＢＳＥに関する国際科学者委員会の勧告というのがあり

まして、アメリカに対して何を言っているかというと、特定危険部位の除去の徹底、ダウナーカ

ウの検査と食物・飼料連鎖からの排除、高リスク牛と三十カ月以上の健康な牛の全頭検査、すべ

ての肉骨粉の反すう動物飼料への使用の禁止、交差汚染防止対策の強化、トレーサビリティーの

確立ということを指摘しています。アメリカには、高リスク牛、歩行ができないとか、歩くこと

がなかなかできない、立ち上がることができないというような牛が四十四万六千頭いるそうです。

ですから、その検査というのはほとんど行われていないんですね。 
 こういう指摘がいろいろな国際団体からも言われているという状況に今のアメリカの牛の状況

というのはあるわけですから、そこをやはり、データをみずから集め、そして、今厚生労働大臣

が言ったように、国内と同じような扱いにして初めてどうするかということを判断するというよ

うにしていただきたいと思いますが、こういう幾つかのいろいろな既に発表されているものがあ

ります。これは情報としてとって、資料として、データとしてとって、そして慎重に検討してい

ただきたいと思いますが、委員長、いかがでしょうか。 
 
○寺田参考人 今先生がおっしゃいましたＧＡＯの報告書、あるいはＥＦＳＡの、ヨーロッパの

科学コミッティーの報告書、あるいは米国で二〇〇三年十二月にＢＳＥが発生した後のヨーロッ

パのキムさんを団長とする国際調査団の発表、そのことはすべて承知しておりますし、そのこと
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も考慮に入れながら、諮問の形がどういう形で来るかもわかりませんが、慎重に審議していきた

いと思っております。 
 
○横路委員 委員長、もう一つ。 
 何か新聞報道によると、変な形の諮問をするみたいな報道があるんです。しかし、諮問にかか

わらず、食品安全委員会は安全委員会として、自分たちの判断で行うことができるんですからね、

調査でも何でも。それはちゃんと食品安全委員会の法律の中に入っている。何も、諮問があった

からその諮問に答えなきゃいけないということじゃないんですよ。その諮問の背景も全部調べて、

委員会独自の判断でやることができるわけです。 
 食品安全委員会は、行政とか政治とは距離を置いて、国民の健康を守る、食品の安全、それは

消費者の、国民の安全ということになるわけなんですが、それをやはり、ともかくすべてそこで

科学的に判断をするということでありますので、大分政治的なプレッシャーがいろいろと国会の

答弁を通じてもありますが、もう一度繰り返しますが、食品安全委員会というのは政治や行政か

らは距離を置いたところにある独立の機関であって、専ら科学的な要因に基づいて食品の安全を

確保するというのが仕事でありまして、当然だと思いますが、そういう姿勢でこれから対応して

いただきたいということを、最後にちょっと御答弁をいただきたいと思います。 
 
○寺田参考人 独立、公正、透明性を持って科学的に評価をしていきたい。私どものところは評

価機関でございますから、科学的な評価をし、いろいろなことは、あとは、政策決定あるいはマ

ネジメントに関しましてはこれは管理機関に渡す、それから、食品安全基本法にありますように

国民の健康を第一として、それを肝に銘じて委員会を運営しているところでございます。 
 
○横路委員 それで、厚生労働大臣、変な諮問になったら、これはやはり厚生労働大臣の責任で

すから、変な諮問じゃなくて、先ほどおっしゃったようなことをきちっとやっていただきたいと

いうことを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 


